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国では新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーラン

スを含む個人事業者に対して事業規模に応じた給付金を支給することとしています。 

つきましては、当該支援金に関する説明会及び申請に係る個別相談会を下記のとおり開催しますので

お知らせします。 

 

事業復活支援金に係る申請支援について 

（地区開催） 

 

 

 

 

 

開 催 日 開  催  場  所 

令和４年３月 ９日（水） 
（青森会場）ホテル青森 

青森市堤町１－１－２３    TEL 017-775-4141 

令和４年３月１６日（水） 
（むつ会場）むつグランドホテル 

青森県むつ市田名部下道４   TEL 0175-22-2331 

令和４年３月２３日（水） 
（八戸会場）八戸プラザホテル    

八戸市柏崎１－６－６     TEL 0178-44-3121 

（弘前会場・個別相談会については２月１６日（水）実施） 

 

《 対象者 》○生活衛生関係営業者の方  ○生活衛生同業組合の組合員の方 

 

《 説明会 》 １０：００～１０：２０ 

○事業復活支援金に係る概要及び必要書類等について専門家が解説します。 

○組合員の方には旅費を支給します。（申請しようとする方の相談を受けるための基礎知識を習

得する講習会として参加していただきます。） 

 

《 個別相談会 》 １０：３０～１５：３０ 

○専門家（中小企業診断士）が個別に必要な申請書類の確認や相談を受けます。 

○登録確認機関である専門家が対応する会場では申請まで可能な場合があります。 

（相談者がスマホを携帯している場合） 

（登録確認機関である専門家が対応する会場：○青森会場 ○むつ会場） 

 

《 参加申し込み 》 

○参加申込書（この用紙のうら面です）によるＦＡＸ、又は、電話にて受付いたします。 

○申込期限は各会場開催日の１週間前まで（個別相談会は先着順） 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【（公財）青森県生活衛生営業指導センター】 
〒030-0812 青森市堤町2-16-11 理容会館１階 

TEL 017-722-7002 FAX 017-722-7025 
E-mail  aomoricenter@seiei.or.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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FAX 017-722-7025 （公財）青森県生活衛生営業指導センター 行き 

〒030-0812 青森市堤町2-16-11 理容会館１階 
TEL 017-722-7002 FAX 017-722-7025 

 

【申込締切日：各会場開催日の１週間前まで】 

 

参 加 申 込 書  

（事業復活支援金に係る申請支援） 

店 舗 名 

氏   名 

希望する番号を

〇で囲んでくだ

さい 

（参加会場）：〇で囲んでください 

（住所）：参加者の住所を記載してください 

（電話）：参加者の電話番号を記載してください 

番号を〇で

囲んでくだ

さい 

（店舗名） 
 
             
 
（氏 名） 
 
             

１ 説 明 会 

 

２ 個別相談会 

（参加会場） 青森   むつ   八戸  

（住所）                     

                     

（電話）                     

１ 一 般 

 

２ 組合員 

（店舗名） 
 
             
 
（氏 名） 
 
             

１ 説 明 会 

 

２ 個別相談会 

（参加会場） 青森   むつ   八戸  

（住所）                     

                     

（電話）                     

１ 一 般 

 

２ 組合員 

（店舗名） 
 
             
 
（氏 名） 
 
             

１ 説 明 会 

 

２ 個別相談会 

（参加会場） 青森   むつ   八戸  

（住所）                     

                     

（電話）                     

１ 一 般 

 

２ 組合員 

青森会場（ﾎﾃﾙ青森:3月 9日） むつ会場（むつｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ:3月 16日） 八戸会場（八戸ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ:3月 23日） 

（登録確認機関である専門家が対応する会場：○青森会場 ○むつ会場） 

 

《 対象者 》○生活衛生関係営業者の方  ○生活衛生同業組合の組合員の方 

《 説明会 》 １０：００～１０：２０ 

○事業復活支援金に係る概要及び必要書類等について専門家が解説します。 

○組合員の方には旅費を支給します。 

（申請しようとする方の相談を受けるための基礎知識を習得する講習会として参加していただきます。） 

《 個別相談会 》 １０：３０～１５：３０ 

○専門家（中小企業診断士）が個別に必要な申請書類の確認や相談を受けます。（個別相談会は先着順） 

○登録確認機関である専門家が対応する会場では申請まで可能な場合があります。 

（相談者がスマホを携帯している場合） 

 

う ら 


